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議
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提
出
老
齢
基
礎
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・
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厚
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五
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超
遡
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お
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定
に
関
す
る
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
に
か
か
る
五
年
超
遡
及
お
よ
び
新
規
裁
定
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十

一
号
）
は
年
金
記
録
の
訂
正
と
い
う
事
実
に
着
目
し
た
特
別
な
立
法
措
置
で
あ
り
、
同
法
に
お
い
て
は
、
同
法
の
施
行
日
に

お
い
て
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
受
給
権
者
等
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
年
金
記
録
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
上
で
当
該

受
給
権
に
係
る
裁
定
（
裁
定
の
訂
正
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
に
つ
い
て
五
年
の
消
滅
時
効
が
完

成
し
て
い
る
場
合
で
も
当
該
受
給
権
に
基
づ
く
保
険
給
付
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
年
金
記
録
の
訂
正
の
必
要
が
な
く
既
に
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
受
給
権
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
対

象
と
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
時
効
制
度
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
る
と
一
律
に
特
別
の
取
扱
い
と
す
る
理
由
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
情
報
を
抽
出
す
る
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
等
に
数
か
月
を

一



要
す
る
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二


